
米子市本庁舎内 

広告付きデジタルサイネージ式庁舎案内板設置事業仕様書 

 

１ 事業内容 

本庁舎内に広告付きのデジタルサイネージ式庁舎案内板（以下「案内板」という。）

を設置、管理し、広告枠への広告の掲載を希望する者（以下「広告主」という。）

の募集並びに当該広告（以下単に「広告」という。）の掲載を行う。 

 

２ 事業の実施期間 

 案内板設置の日から５年間 

 

３ 設置場所（予定） 

米子市役所本庁舎東側玄関入口（長寿社会課横 別紙１「レイアウト図」参照） 

 

４ 案内板について 

（１）案内板本体について 

① 縦 2,100ｍｍ×横 4,800ｍｍ×奥行き 250ｍｍの範囲内の大きさで作成する

こと。（台数は指定しない。） 

② 庁舎及び周囲の景観を損なわない色合い、デザインとすること。 

③ 使用材料等については、環境に配慮した設計とすること。 

④ 本体表面に市の観光パンフレット等が配置可能なラックを設置すること。 

⑤ 電気の使用は、開庁時のみとし、タイマー機能等により自動で電源管理が可

能なものであること。 

⑥ 音量は消音とする。 

⑦ 文字の大きさや配色については、高齢者や色覚障がい者に配慮するなど、ユ

ニバーサルデザインに心がけること。 

（２）案内板の掲出内容について  

① 庁舎案内  

本体にタッチパネル式の市役所本庁舎・第２庁舎等庁舎の案内機能を設け、

各階の課名等を見やすく、わかりやすく表示すること。また、日本語の他に外

国語（英語、中国語、韓国語）表記を付加するなど、多様な来庁者に配慮する

こと。 

庁舎案内の掲出内容は、原則として各年度当初に最新の情報に更新するとと

もに、年度中途であっても変更の必要性が生じた場合には速やかに更新するこ

と。 

 ② 広告 

   広告の内容は、米子市市有財産への広告掲載等に関する要綱（平成１７年１

０月７日施行。以下「要綱」という。）第３条及び第８条の規定に準ずるもの

とする。 

   庁舎案内と広告部分は明確に区分できるように設計することとし、広告の割

合は案内板全体の３０パーセント以下とすること。 

 ③ その他 

   ①、②のほか、市の行政情報の掲載等、事業者の自由提案とする。 

    



５ 事業計画について 

  米子市本庁舎内広告付きデジタルサイネージ式庁舎案内板設置事業を行う者

（「以下「事業者」という。」）は、案内板の仕様、案内板の設置に係る施行管理及

び広告の内容に関する事項についてあらかじめ市と協議の上、当該事項を記載した

事業計画書を提出し、承認を受けなければならない。 

 

６ 案内板の設置許可について 

（１）事業者は、案内板の設置について、米子市公有財産規則（平成１７年米子市規

則第４２号）に基づき行政財産使用許可申請書を提出し、承認を受けなければな

らない。 

（２）行政財産の使用許可は、年度ごとに申請するものとし、事業実施期間中は、更 

新することができるものとする。 

 

７ 経費等の負担 

（１）事業者は本事業の実施に伴い、行政財産使用料条例（平成１７年米子市条例第

６４号）に基づく使用料とは別に、案内板の広告物掲出料を市が指定する方法に

より期日までに納付すること。また、別途電気使用料を支払うこと。 

（２）案内板の制作、設置及び撤去に係る費用並びに広告主の募集、広告の作成、掲

載及び撤去は、事業者が実施するものとし、その実施に要する経費は、事業者の

負担とする。 

 

８ 案内板設置に当たっての留意事項 

（１）案内板設置に当たっては、庁舎の維持管理及び災害時の避難誘導並びに防火   

設備の支障とならない場所及び構造とするよう配慮すること。 

（２）案内板の転倒防止や鋭利な突起物がないこと等、庁舎の利用者等に危険を生じ

させることがないように安全措置を十分に講じること。 

（３）設置及び撤去並びに広告内容の変更に関する作業を行う場合は、事前に、市と

日程を調整すること。 

  

９ 広告主及び広告等の審査 

事業者は、広告主の選定、表示及び広告の内容について、事前に市に報告をし、

確認を受けなければならない。また、当該審査に必要な資料を、市の指定する期

日までに提出しなければならない。 

 

10 広告内容の修正・削除 

市は、広告主及び広告内容が、要綱に違反しているとき、又は庁舎において掲出

するものとしてふさわしくないと判断したときは、事業者に対し広告内容の修正又

は削除を求めることができる。この場合において、当該変更及び修正に要する費用

は、事業者の負担とする。 

 

11 案内板の破損時の対応  

  事業者は、案内板が毀損又は汚損したときは、速やかに、復旧等の適切な措置を

とること。この場合において、当該措置に要する経費は、事業者の負担とする。 

 



12 原状回復 

 事業者は、行政財産の使用許可の期間の満了又は取消しにより案内板を撤去したと

きは、速やかに原状回復をしなければならない。この場合において、当該措置に関す

る費用は事業者の負担とする。 

 

13 著作権等 

事業者は、案内板の設置及び広告映像等の制作に際して、著作権、特許権、実用新

案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象と

なっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負う

ものとする。 

 

14 事業者の責務 

（１）事業者は、広告の内容その他広告に関する事項について一切の責任を負うもの 

とし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行 

為その他不正の行為をしてはならない。 

（２）事業者は､広告の掲載により市又は第三者に損害を与えた場合は､自らの責任及 

び負担において解決しなければならない。 

（３）事業者は､広告事業について市と締結した契約に基づく権利を第三者に譲渡し 

てはならない。 

（４）広告内容に関する責任は事業者にある旨の記載を行うとともに、案内板及び広

告に関する問い合わせ先を明確に表示すること。 

 

15 その他 

（１）案内板は、定期的にメンテナンスを行い、案内板並びに掲載広告の内容等に変

更が生じた場合は、速やかに対応すること。 

（２）案内板の設置に起因する事故等が発生した場合は、事業者の責任において解決

すること。 

（３）契約期間内であっても、庁舎のレイアウト変更により､やむを得ず案内板の設

置場所を協議の上変更する場合がある。 

（４）公共の場所に設置されていることを十分に考慮し、掲載する広告の内容には細

心の注意を払うこと。 

（５）業務の実施について疑義が生じたとき、又はこの仕様書に明記されていない事

項については、市・事業者で協議し定めるものとする。 

 


